
業績評価 勤勉手当成績区分 成績率 懲戒処分 勤勉手当成績区分 成績率

Ｓ・Ａ 優秀 1.05 戒告 良好でない 0.60

Ｂ 良好（標準） 0.95 減給 良好でない 0.50

Ｃ・Ｄ 良好でない 0.90 停職 良好でない 0.39

【z285】勤勉手当の成績率（2020年６月期以降、特定幹部職員以外）

※福島県では基準日前の直近の業績評価（絶対評価）の結果を活用しており、成績区分ごとの職員割合を定めていない


